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日 時 令和４年１０月２６日（木）１７時００分 ～ １８時００分 

会 場 広葉交流センター２Ｆ研修室 

出 席者 数 １６名 

市 出席 者 吉田教育部長、下野教育総務課長、田中主任、千葉主事 

川村企画財政部長 

 

１ 開  会 

 

２ 挨  拶 

吉田教育部長から挨拶。 

 

３ 教育委員会からの説明 

資料に沿って、教育総務課長から説明。 

 

４ 質疑応答・意見交換 

【参加者】 ○北広島団地地区に小学校と中学校を１校ずつでも残したいという思いは

あるのか。 

【市教委】 ○北広島市は大きく５地区に分かれていますが、地区を越えての通学は難し

いのではないかという思いはあります。まだゼロベースの段階なので検討

しなければならない問題は多くありますが、北広島団地地区から学校が無

くなるということはないのではないかと考えております。 

○学校の適正規模・適正配置を考える上で、学校の教育環境はもちろん重要

ですが、同時に市としてのまちづくりの視点も重要だと考えております。

総合的に良い形を模索するために、まちづくりの担当部署とも連携しなが

ら議論を深めているところであります。いろいろなご意見をいただければ

検討にも反映させていただきます。 

【参加者】 ○子育て世代への積極的な補助や、空き地・空き家の有効活用等によって、

人口増加を促進すれば、現在の体制でも学校環境を維持できる可能性はあ

ると思う。学校の統合だけではなく、幅広い視点で検討を進めてほしい。 

【市教委】 ○おっしゃるように幅広い視点での検討が重要だと考えております。市では

令和３年度から１０か年で第６次総合計画を推進しており、その中の重点

プロジェクトとして、人口増加プロジェクトが位置付けられております。

教育委員会では、良好な教育環境や適正な集団規模の中での学校教育を推

進し、学校をより魅力的にすることで、子育て世代の定住促進を図ってい

きたいと考えております。引き続き、部局を横断した総合的な視点で検討

を進めていきたいと考えております。 

【参加者】 ○緑陽中学校では学校の老朽化によって、水道水に赤さびが混じるなどの衛

生的な問題が起きているが、なかなか改善されないと聞いている。適正規

模・適正配置という、将来の大きな問題について検討するあまり、現在起

きている問題への対応が消極的になっているのではないか。 

【市教委】 ○学校は通常、２０年から３０年の周期で大規模改修工事を行っております
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が、緑陽中学校では改修の時期に、化学物質過敏症の生徒が在籍しており、

そのご家庭の強いご希望で、改修工事を先送りにしてきた経緯がありま

す。大規模改修工事は国の補助を活用しながら、なるべく市民の皆様のご

負担にならないように進めておりますが、国の補助の申請には約２年の期

間がかかるため、その後もなかなかタイミングが合いませんでした。こう

した中で、ようやく工事の目途が立ち、来年度水道管の工事を実施するた

めに、今年度実施設計委託を実施したところであります。 

【参加者】 ○現在住んでいるマンションでは東部小学校と双葉小学校の児童が混在し

ている。様々な理由があり、通う小学校を選択しているのだとは思うが、

市教委としては校区をどのように考えているのか。 

【市教委】 ○若葉小学校と広葉小学校が統合した際に、校区の端になる一部の地域で

は、通学する学校を双葉小学校と東部小学校の２校から選択することが認

められました。該当のマンションは対象地域内にあるため、双葉小学校と

東部小学校の児童が混在しております。 

【参加者】 ○北広島団地地区の中学校を一つにする場合、通学距離は何キロメートル圏

内を想定しているか。 

【市教委】 ○双葉小学校と緑ヶ丘小学校を中心とした、半径２キロメートルの二つの円

の範囲内が、おおよその通学範囲になるかと考えております。また、北広

島団地地区の中心に学校を新設するという考えもありますが、学校を建設

できるほど広大な土地を新たに確保することは難しく、既存の校舎の建て

替えが選択肢になってくると考えております。 

【参加者】 ○北広島団地地区の中学校２校を統合してスクールバスを走らせた場合と、

２校を維持した場合の、費用の試算や比較は行っているか。 

【市教委】 ○学校の在り方が決まっていない段階ですので、スクールバスの詳細な費用

は計算しておりません。ただ、北広島団地地区の小中学校４校はいずれも

築５０年近く経っており、仮に７０年使用するとしても、２０年後には建

て替えなければならない状況であります。１校新築するためには３０億円

から４０億円の費用がかかると言われておりますが、２０年後に短期間で

４つの学校を建て替えていくことになると、財政への負担は相当なものに

なります。このような状況下でいろいろな選択肢を模索しているところで

あります。 

○細かなシミュレーションができていない部分が多いですが、第一の目的は

子どもにとってより良い学校環境をつくりあげていくことであります。そ

のためにも適正規模・適正配置を進めていく上でのメリットを最大化し、

デメリットを最小化することが重要だと考えております。その一つとして

スクールバス等の手法が出てくるかと思いますが、まずは子どもにとっ

て、どのような状態が望ましいのかというご意見をいただき、審議会に報

告させていただければと思います。 

【参加者】 ○適正規模に関する基本方針をもとに検討を進めていると思うが、緑陽中学
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校区ですでに１学年１学級という状態になってきている。この状態を解消

する時期としていつ頃を想定しているか。また、小学校と中学校のうち、

どちらが早く解消される見込みか。 

【市教委】 ○時期については現時点では想定しておりません。仮に統合とした場合、校

舎の改修が必要となりますが、学校運営をしながら工事を進めるとなる

と、工期は最低でも２年かかります。さらに実施設計や予算要求、保護者

の皆様との合意形成の期間を合わせると最低でも５、６年はかかると考え

ております。参考として前回の若葉小学校と広葉小学校、高台小学校と緑

陽小学校の統合時は、平成１７年から議論を始めて、双葉小学校と緑ヶ丘

小学校が開校したのが平成２４年ですので、７年かかっております。 

【参加者】 ○本州では１階がカフェ、２階以上が学校と公民館になっているコミュニテ

ィ・スクールがあると聞いている。北広島団地地区においては、まちづく

りの一環としての学校づくりについて何か構想はあるか。 

【市教委】 ○文部科学省は今年３月に、新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方

の一つとして、地域の人たちと連携・協働していく活動・交流拠点である

「共創空間」という概念を示しています。このような背景を踏まえても他

の公共施設との複合化は有効だと考えております。ご紹介いただいたよう

に本州では、小規模化した学校の１階をカフェや福祉施設と複合化して、

交流できるような施設にしているところもあります。また、以前視察した

東京都北区の学校施設は、アルファベットのＨ字型になっており、片方が

普通教室と職員室の棟、もう一方が図工室や音楽室などの特別教室の棟に

なっていました。午後３時過ぎまでは通常の学校として使用し、それ以降

は棟の間の渡り廊下を施錠して、図工室で陶芸サークルの活動を行うなど

社会教育施設として活用していました。また図工の授業では陶芸サークル

の方が講師を行うなど、一緒に学ぶ空間をつくっている事例がありまし

た。児童・生徒と地域の方の交流という点だけでなく、休日における学校

施設の有効活用という観点でも、こういった事例は非常に有効だと考えて

おります。 

【参加者】 ○学校というのは教育施設であるだけでなく、地域のコミュニティの中核を

担う施設だと思うので、学校づくりとまちづくりを平行して行う必要があ

るのではないか。例えば北広島団地地区は現在４つの住区に分かれている

が、学校が２校になるのであれば、２つの住区に減らすということも検討

できると思う。 

【市教委】 ○基本方針にもありますように、皆様のご意見を参考にしながら検討を進め

ていきたいと考えております。おっしゃるように学校の教育環境の話に終

始せず、幅広い視点で考えていきたいと思います。 

【参加者】 ○核家族化が進み、子どもと高齢者が交流する機会が減少しているので、学

校の取組として子どもと高齢者が交流できる機会を設けてほしい。 

【市教委】 ○いろいろな人と交流することは子どもの人間性、社会性を育む上で非常に
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大切なことだと考えております。 

○コミュニティ・スクールなど、地域が学校を支えていく取組の中で、地域

の中の学校というものをしっかり考えながら検討を進めていければと思

います。 

【参加者】 ○部活動は来年度からの集中改革期間で、徐々に地域に移行していくことに

なると思うが、市としては具体的にどのような考えを持っているか。 

【市教委】 ○教員の働き方改革という点で、部活動は非常に大きな課題となっておりま

す。教員の勤務時間は通常、午前８時から午後４時３０分までですが、部

活動があれば、どうしても２、３時間残らなければなりません。このよう

な過酷な労働環境を改善するため、文部科学省の提言を受けながら部活動

の地域移行を進めているところであります。提言の中で令和５年度から令

和７年度は、休日の部活動を地域に移行していくための集中改革期間とし

て示されています。市教委としても、今後３年間でどのような取組ができ

るのか、地域に移行する場合の受け皿はあるのか、合同部活動とする場合

は生徒の移動手段をどうするのか、など課題の整理を進めているところで

あります。現段階でお伝えできることは少ないですが、今後どうするかと

いう検討を続けております。 

５ 閉  会 

 

 


